
令和４年４月１日より 
 

「聞こえにくい」など聴力の低下により、他者とコミュニケーションを図るこ

とが難しくなっている子どもから高齢者に対して、社会参加や交流の支援、

認知症予防等を目的として補聴器購入の一部を補助します。 
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浦幌町補聴器購入支援事業 

補聴器の購入の助成をおこないます★ 
 

 

 

 

 

＜対象者＞ 

・浦幌町に住所がある方 

・両耳または片耳の聴力レベルが中等度難聴の方（40 デシベル以上 70 デシベル

未満の方） 

・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方 

 

＜助成内容＞ 

・補助額は補聴器の購入費用の２分の１まで、上限額は 50,000円まで 

・補聴器の種類は耳かけ型または耳穴型 

 

＜申請方法、流れ＞ 

・次の書類が必要です。 

①申請書 

②医師の意見書 

③意見書に基づいて補聴器販売業者が作成した見積書 

⇒申請内容を審査し、補助の可否を決定します。 

補助決定された方は、 

①見積書に記載された補聴器を購入し、その補聴器の領収書を提出 

②補助金額の振り込み先の情報（金融機関名、口座番号等）を記載 

 

★申請書や申請方法など、不明な点はお気軽に下記の担当係までご連絡ください。 

 


